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問
・
申
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
７
７
２・２
５
４
１

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

問
法
務
局 

南
魚
沼
支
局

☎
７
７
２・２
１
６
４

人
権
な
ん
で
も
相
談
所

〜
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
〜

問
市
民
課

☎
７
７
３・６
６
６
１

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
は

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
！

問
廃
棄
物
対
策
課☎７

８
２・０
３
３
９

不
法
投
棄
の
防
止
と
野
焼
き
の
禁
止
、

各
種
補
助
金
交
付
事
業

く
ら
し
・
相
談

家
庭
内
や
親
族
・
近
隣
間
の
悩
み
ご
と

な
ど
、
暮
ら
し
の
中
で
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
の
相
談
。
い
じ
め
や
体
罰
、
女
性

差
別
な
ど
あ
ら
ゆ
る
差
別
問
題
の
相
談
。

日
４
月
13
日
㈭　

午
後
１
時
〜
４
時
（
受

付
：
午
後
３
時
ま
で
）

会
広
神
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
〔
魚
沼

市
今
泉
１
５
０
７−

１
〕

相
人
権
擁
護
委
員

申
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
２
月
末
ま
で

に
申
請
し
た
人
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
申
込

期
限
は
５
月
末
ま
で
で
す
。

現
在
、
市
役
所
窓
口
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
受
け
取
り
や
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

の
申
し
込
み
な
ど
で
大
変
混
み
合
い
、
長

時
間
お
待
ち
い
た
だ
い
て
い
る
状
況
で
す
。

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
か
ら
申
し
込
み
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
申
請
す
る
に
は
、

２
種
類
（
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
・
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
）
の
ア
プ
リ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
が
必
要
で
す

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
ア
プ
リ

※
詳
し
く
は
総
務
省
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
事
業
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
１
２
０
・
９
５
・

　

０
１
７
８
）に
電
話
し
て
、

５
番
を
選
択
し
て
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

不
法
投
棄
の
防
止

タ
バ
コ
の
吸
い
殻
な
ど
の
ポ
イ
捨
て

や
、
林
道
・
河
川
敷
の
廃
タ
イ
ヤ
や
家
電

製
品
な
ど
の
不
法
投
棄
が
絶
え
ま
せ
ん
。

不
法
投
棄
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
不
法
投
棄
は
景
観
を
損
な
い
、
地
下

水
汚
染
や
生
活
環
境
の
破
壊
に
つ
な
が
る

お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
ご
み
は
決
め
ら
れ

た
ル
ー
ル
に
従
い
、
適
正
に
処
理
し
て
く

だ
さ
い
。

個
人
所
有
の
空
き
地
や
山
林
に
不
法
投

棄
さ
れ
た
ご
み
の
処
理
は
、
土
地
所
有
者

が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
不
法
投
棄
を

さ
れ
な
い
た
め
に
「
現
地
の
こ
ま
め
な
確

認
」
や
「
草
刈
り
や
剪
定
を
定
期
的
に
行

う
」「
ご
み
拾
い
を
行
う
」
な
ど
の
管
理

を
行
う
こ
と
も
重
要
で
す
。

マ
ル
チ
商
法
や
資
格
商
法
に
よ
る
消
費

者
ト
ラ
ブ
ル
、
多
重
債
務
、
不
動
産
、
相

続
、
離
婚
な
ど
の
法
律
問
題
に
、
弁
護
士

が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
４
月
17
日
㈪
、
20
日
㈭

　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

会
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

定
５
人
（
１
人
約
30
分
）

〆
４
月
14
日
㈮　

正
午

申
電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
（
受
付
：
午

前
９
時
〜
午
後
４
時
）

※
弁
護
士
と
の
相
談
時
間
を
有
効
に
使
え

る
よ
う
、
申
し
込
み
時
に
相
談
員
が
概

要
を
伺
い
ま
す
。
内
容
に
よ
っ
て
は
、

お
受
け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

野
焼
き
の
禁
止

・
毎
年
、
春
先
は
野
焼
き
が
原
因
の
火
災

が
多
発
し
て
い
ま
す
。

・
野
焼
き
の
煙
や
臭
い
が
原
因
で
、
健
康

被
害
に
苦
し
む
人
が
い
ま
す
。

・
ご
み
を
野
焼
き
す
る
と
５
年
以
下
の
懲

役
ま
た
は
、
１
千
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
せ
ら
れ
ま
す
。

・
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
焼
却
も

あ
り
ま
す
が
、
原
則
、
野
焼
き
は
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

・
家
の
周
り
の
草
木
や
ご
み
、
剪
定
枝
な

ど
は
ご
み
の
収
集
に
出
す
か
処
理
施
設

に
出
し
ま
し
ょ
う
。

補
助
金
交
付
事
業

３
Ｒ
推
進
と
環
境
美
化
に
向
け
、
次
の

補
助
金
交
付
事
業
を
行
い
ま
す
。

資
源
物
回
収
事
業
補
助
金

対
子
ど
も
会
な
ど

補
助
額　
３
円
／
㎏

家
庭
用
電
気
式
生
ご
み
処
理
機
購
入
費
補

助
金

対
購
入
を
希
望
す
る
世
帯　

補
助
額　
上
限
２
万
円

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
施
設
整
備
費
補
助
金

対
各
行
政
区　

補
助
額
（
１
基
あ
た
り
）

・
改
築　

上
限
２
万
円

・
新
築　

上
限
５
万
円

・
収
納
枠　

上
限
５
千
円

※
各
補
助
事
業
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

Android

iPhone

Android

iPhone


